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中国大陸と台湾が二重課税の回

避および税務協力の強化に関す

る協定を締結 
 

数年の交渉を経て、大陸海峡両岸関係協会と台湾海峡交流基金会は 2015年 8月 25

日に、「海峡両岸の二重課税の回避および税務協力の強化に関する協定」（以下

「租税協定」）を締結した。両岸の特殊な関係と歴史的な背景を理由として、租税

協定は経済開発協力機構および連合国のモデル租税条約に基づきつつも、中国大陸

と台湾がそれぞれその他の国家または地域と締結している租税条約とは異なる条項

を含んでいる。 

 

中国大陸は台湾の最大の投資先であり、かつ貿易相手国でもある。また、多くの台

湾籍個人が中国大陸で勤務するか、勉強し、生活をしているため、租税協定の締結

は、台湾企業および台湾籍個人の現行の投資に関する取決めと取引の計画に大きな

影響をもたらすだろう。一方で、中国大陸の企業が台湾に投資する際に生じる可能

性のある二重課税のリスクを低減することにもなると考えられる。したがって、租

税協定の締結は両岸の相互投資を促進するものと予想される。租税協定は、双方が

それぞれ批准の手続を完了した後に発効する。 

 

本 Tax Analysisでは、租税協定の主な内容について紹介するとともに、実情に基づ

き、租税協定のもたらす効果について検討する。 

 

 

租税協定の主な内容 

 

適用範囲 

 

租税協定の適用税目は、所得に対して課されるすべての税目であり、海運および空

運の収入については営業税、増値税または類似の税目も含まれる。 

 

租税協定の適用対象は原則として、双方それぞれの税制の下での居住者である。た

だし、第三国/地域に設立された企業であっても、その実際管理機構が締約者の一方

にある場合、当該一方の居住者とみなされ、租税協定が適用される。台湾の税制上

は、実際管理機構が台湾にあっても、居住者企業とはみなされないこと、現在もな

お、多くの台湾企業が間接投資の形で中国大陸への投資を行っていることから、上

記のただし書きの規定があることによって、両岸間の投資および運営上の実際の必

要が満たされることになる。 

 

個人が双方の税制の下で居住者となる場合、その個人の恒久的住居、利益関係の中

心的場所、常用の住居の順に考えて、当該個人をいずれの居住者とみなすかが決め

られる。 

 

なお、個人の居住者身分に対して疑問がある場合、または個人以外の者が同時に双

方の居住者である場合、双方の税務主管当局の協議により、いずれの居住者である

かを確定する。 

    税務 
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主な減免税措置 

 

項目 減免税措置 

事業所得 一方の居住者企業が他方での事業により取得した所得は、恒久的施設とならない限

り、当該他方においては免税とされ、または課税されない。一方の居住者企業が他方

にある恒久的施設を通じて事業を行う場合、当該他方は当該企業の所得に対して課税

することができる。ただし、課税されるのは、当該恒久的施設に帰属する所得に限ら

れる。 

海運および空運収入 一方の海運、空運企業が他方での経営により取得した収入および利益は、当該他方に

おいては免税とされ、または課税されない（営業税、増値税または類似する税目を含

む）。 

配当 税率は 5％または 10％である。配当の受益者が法人であり、かつ配当を支払う法人の

25％以上の資本を直接保有する場合、その税率は 5％である。その他の場合は 10％で

ある。 

利子 税率は 7％である。 

使用料 税率は 7％である。 

譲渡収益 一方の居住者が他方の居住者である法人（株式価値の 50％以上が他方にある不動産

から生ずる場合を除く）の株式を譲渡する場合、譲渡者が居住者である一方において

のみ課税する。ただし、次の条件を同時に満たす場合、他方において課税することが

できる。 

 譲渡者が居住者である一方において、他方から生ずる当該収益が免税とされ

ること。 

 当該譲渡者が譲渡前の 12ヵ月間において、当該他方の法人の 25％以上の資

本を直接または間接に保有していたこと。 

独立の人的役務所得 

 

一方の居住者が他方において、独立の人的役務またはその他の独立の性格を有する活

動に従事して取得する所得に対しては、以下のいずれかに該当する場合、他方におい

て課税することができる。 

 当該居住者が活動を行うために、他方に固定的施設を有する場合。 

 当該居住者が当該課税年度において開始し、または終了するいずれかの 12

ヵ月の期間において、合計 183日以上の期間当該他方に滞在する場合。 

給与所得 一方の居住者が他方での勤務により取得した報酬に対しては、次の条件をすべて満た

す場合、当該一方においてのみ課税する。 

 当該居住者が当該課税年度において開始し、または終了するいずれの 12ヵ

月の期間においても、合計 183日を超えない期間当該他方に滞在すること。 

 当該報酬が他方の居住者である雇用者またはこれに代わる者から支払われる

ものでないこと。 

 当該報酬が当該雇用者の他方に有する恒久的施設または固定的施設によって

負担されるものでないこと。 

 

関連者間取引の対応的調整 

 

一方が関連者間取引に対して調整を行い、他方がその調整は独立取引の原則に従ったものであると認めた場合、当該部

分の利益に対して課された税額を適切に調整しなければならない。この調整を行う際、必要に応じて、双方の税務主管

当局は相互協議を行う。 

 

紛争解決 

 

いずれかの者が、いずれか一方の、または双方の行為により、租税協定の規定に適合しない課税を受けたと、または受

けることになると認める場合、各自の救済手段にかかわらず、その者が居住者である一方の税務主管当局に異議申立て

をすることができる。一方の税務主管当局が、その申立てを正当と認めるものの、自ら適切に解決できない場合には、

租税協定の規定に適合しない課税を回避するために、他方の税務主管当局との合意によって解決を図るよう努める。成

立したすべての合意は、各自の規定上のいかなる期間制限にもかかわらず、実施されなければならない。 
 

情報交換 

 

租税協定に対する台湾企業および民衆の懸念を減じるために、租税協定では情報交換に関する規定に特別な制限を設

け、情報交換は遡及的に行わないこと、情報交換は税務目的でのみ用いられ、刑事案件にも用いてはならないことが定

められている。また、台湾の財政部によれば、情報交換は具体的な脱税案件についてのみ行い、一般的な案件につい

て、または自動的に税務情報を提供することはない。 

 

 

 



デロイトの所見 

 

租税協定は台湾側にとって多くのメリットがある 

 

現状における両岸の経済貿易関係に基づき、全体的に言えば、租税協定の締結は台湾側に多くのメリットをもたらすと

考えられる。主に以下の点が挙げられる。 

 

 配当に対する 5%税率の適用：租税協定の発効後、中国大陸の企業が台湾企業に支払う配当に対し、一定の条件を

満たす場合には、5％の源泉徴収税率が適用される。当該税率は中国大陸の企業所得税法における通常の税率であ

る 10％より遥かに低い。台湾企業の実効税率は 17％であるが、台湾税制上のインピュテーションシステムによ

り、台湾企業が台湾で納めた所得税の半分は、株主がその個人所得税から控除できるため、台湾企業の個人株主は

最終的に、中国大陸における 5％の減税の利益を享受することができる。 

 

また、台湾企業が中国大陸の企業に配当を支払う場合、現在の適用税率は 20％であるが、租税協定の発効後は、

一定の条件を満たせば、5％の税率を適用することができる。 

 

 関連者間取引の対応的調整および相互協議：台湾企業の中国大陸における投資プロジェクトは生産型企業を主と

し、かつ“台湾から受注し、大陸で製造する”という経営モデルによっているため、関連者間の売買取引が多い。

また、これらの企業が使用する技術、ノウハウおよび商標は台湾の親会社から供与されるものであるため、これら

に係る使用料も支払う必要がある。中国大陸の税務機関による移転価格管理は厳しくなりつつあり、特に国家税務

総局が 2015年 16号公告を公布してからは、企業の国外関連者に対する費用支払も重点的な管理の対象となってい

ることから、台湾企業の移転価格調整による二重課税リスクも高まっていると言える。租税協定において関連者間

取引の対応的調整および相互協議に関する条項が導入されたことは、移転価格調整から生じる二重課税を回避する

上で有用であると考えられる。 

 

 台湾企業の中国大陸でのビジネスおよび台湾籍個人の中国大陸への短期出張に係る税務リスクの低減：両岸のビ

ジネス関係は緊密であり、多くの台湾籍個人が頻繁に中国大陸に出張している。租税協定による保護がなければ、

台湾企業の従業員が両岸を往来する場合、容易に中国大陸の企業所得税法上の機構、場所を有することとなり、中

国大陸で企業所得税を課される可能性がある。また、租税協定の発効後、恒久的施設がないことを前提に、条件を

満たす台湾籍個人が中国大陸に出張する際の、中国大陸で個人所得税を免除される滞在期間が、中国大陸の個人所

得税法上の 90日から 183日に延ばされる。 

 

 双方居住者の二重課税問題の解決：中国大陸と台湾の現行の税法によれば、台湾籍個人が大陸で勤務する場合、ま

たは大陸籍個人が台湾で勤務する場合には、双方において税務上の居住者とみなされる可能性がある。その場合は

双方とも、居住者が他方から得た所得に対し、個人所得税を徴収することになる。外国税額控除の規定はあるが、

その手続が複雑であることから、実務において、二重課税を解消する効果はあまりない。租税協定の発効後は、租

税協定の定めるルールに従って双方居住者の問題を解決することができる。争議が生じても、双方の税務主管当局

は相互協議により解決を図ることができる。このことは、中国大陸に連続 5年を超えて居住する台湾籍個人にとっ

て、二重課税問題を解決するための一助になると期待される。 

 

第三国/地域の企業の実際管理機構を台湾に置くことが税務上のメリットをもたらすか？ 

 

現在、多くの台湾企業が香港またはその他の第三国/地域にある持株会社を通じて、中国大陸に投資している。そのこと

により、中国大陸と香港またはその他の国家（地域）の間で締結されている租税協定（条約）に基づき、配当に対して

5％の軽減税率の適用を受けることができる。あるいは、利益を海外に留保することにより、台湾での納税義務を繰り延

べることもできる。中国大陸と台湾の間で租税協定が締結されたことから、配当に対する 5％の軽減税率の適用を受け

るために、台湾企業は第三国/地域にある企業の実際管理機構を台湾に移すことを検討するかもしれない。しかし、実際

管理機構が台湾にある第三国/地域の企業は、各種の所得（配当、利子、譲渡収益、貿易利益等を含む）に対し、台湾の

居住者企業としての納税義務を負うことになる可能性がある。これには、17％の所得税および 10％の未処分利益税が含

まれる。したがって、配当、利子、使用料または譲渡所得に適用される税率だけに着目して、第三国/地域にある企業の

実際管理機構を台湾に移したとしても、必ずしも税務上のメリットが得られるとは限らない。企業がメリットを得るた

めには、実際管理機構を台湾に移すことによって生じる追加的な税負担を上回るベネフィット（例えば、海運および空

運収入の免税または移転価格の対応的調整等）がなければならない。 

 

なお、台湾の税務主管当局は現在、“被支配外国企業（controlled foreign company）”ルールおよび“実際管理地”によ

って居住者企業か否かを判定する規定の導入を進めている。これらが導入されれば、中国大陸への間接投資による税負

担は増加することになるだろう。特に 2層以上の海外持株会社を含む投資ストラクチャーとなっている場合、そのよう

な投資ストラクチャーを調整し、間接投資を直接投資に転換することを検討する必要がある。 

 

台湾企業の再編に与える影響 

 

59号通達におけるクロスボーダーの持分譲渡に対する特殊税務処理（すなわち、課税の繰延べ）の適用要件、および 7

号公告における中国大陸の居住者企業持分の間接譲渡に係るセーフハーバールールの適用要件が厳しいことから、台湾



企業が中国大陸の企業の持分を直接譲渡または間接譲渡する場合、高い中国大陸の企業所得税を負担することになる。

租税協定では原則として、持分譲渡所得に対する課税権を、譲渡者が居住者である一方に与えていることから（譲渡さ

れる持分の価値の 50％以上が他方にある不動産から生ずる場合を除く）、将来、台湾企業が中国大陸の企業の持分譲渡

によって得た所得に対しては、中国大陸で企業所得税が免除されることが期待される。中国大陸の企業の持分を譲渡す

る再編計画において、譲渡者となる企業が両岸以外の第三国/地域に設立されている場合、台湾の投資者は譲渡者となる

企業の実際管理機構を台湾に移すことの実行可能性を検討するかもしれない。 

 

租税協定の発効日の不確定性 

 

租税協定が発効するためには、双方がそれぞれの法律に従って関連の手続を行い、書面をもって相手方に通知する必要

がある。中国大陸側の手続は比較的に簡単であるが、台湾側においては、租税協定が立法部門の審査を通るまでに時間

がかかるものと予想される。例えば、両岸サービス貿易協定は、締結されてから既に 2年が経過しているが、未だに承

認を得られていない。したがって、租税協定がいつ発効するかはまだ定かではない。 

 

コメント 

 

台湾企業にとっては、特に複数の海外持株会社を通じて中国大陸に間接投資をしている場合、その投資ストラクチャー

を調整する必要があるか否かが、重要な検討事項になるだろう。また、“被支配外国企業”および“居住者企業”の規

定の草案も合わせて考慮する必要がある。そのほか、関連者間取引にも留意しなければならない。特に第三国/地域にあ

る企業を通じて取引を行っている場合、投資者は租税協定をいかに適用し、二重課税リスクを回避するかを考える必要

がある。 

 

台湾籍個人は、自らが中国大陸と台湾の双方居住者とならないかを確認し、恒久的住居が台湾にあることを立証するた

めに台湾の戸籍を保持するか否かといったことを検討する必要がある。また、両岸を往来する台湾籍従業員は、出張記

録をつけ、中国大陸での滞在日数が 183日を超えないか否か、中国大陸で納税義務が生じないか否かに留意する必要が

ある。 

 

 

Note: この Tax Analysisの内容は、デロイトの国際税務サービスにかかわるものです。 
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